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令和  　年    月    日

発注者 住所

氏名 印

受注者 住所

氏名 印

業 務 名

履 行 場 所

契 約 内 容

委託料限度額

契 約 保 証 金 免　　除

特 約 事 項

（４）委託料に円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
（５）約款第３条第１項の工程表の提出は免除する。

業　務　委　託　契　約　書（単価契約）

県庁構内及び受注者の秘文書類処分場

品　　名 　秘文書類

規　　格 　１ｋｇあたり

予定数量 80,000 ｋｇ

単　　価 \　　　　（消費税及び地方消費税を含む）　　-

履行期間 契約日  ～ 令和 ７年３月14日

（１）発注者は上記「４委託料限度額」の範囲内で上記「３契約内容」の単価に委託業務
　　の成果の数量を乗じて得た金額を委託料として受注者に支払うものとする。

（２）業務委託契約約款第28条第４項、同条第６項、第42条第１項第１号、第45条第２項
　　及び第48条第１項の規定の適用については、「委託料」とあるのは、上記「４委託料
　　限度額」と読み替えるものとする。

（３）委託料の支払いは、上期分と下期分を分けて完了払いとすることができる。この場
　　合、約款第30条及び31条の手続は、完了払いを求める都度行うものとする。

（６）上記の業務について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づ
　　いて別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するもの
　　とする。

　この契約の締結を証するため、契約書２通を作成し、当事者記名･押印の上、各自その１通
を所持する。


